
第
四
節
　
本
格
的
な
少
子
化
対
策
の
展
開

一　

出
生
数
の
減
少
・
共
働
き
世
帯
の
増
加
と
少
子
化
対
策
の
始
ま
り

出
生
数
及
び
出

生
率
の
減
少

我
が
国
で
は
未
婚
で
子
ど
も
を
持
つ
こ
と
に
対
す
る
抵
抗
感
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
比
べ
て
強
い
こ
と
も

あ
り
、
非
（
未
）
婚
率
の
上
昇
が
少
子
化
の
大
き
な
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
結
婚

す
る
年
齢
の
上
昇
す
な
わ
ち
晩
婚
化
も
、
高
齢
出
産
に
よ
る
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
と
い
う
心
理
か
ら
少
子
化
に
結
び
つ
く
と
さ

れ
る
。

　
非
（
未
）
婚
率
の
指
標
と
し
て
生
涯
未
婚
率
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
、
四
十
五
〜
四
十
九
歳
の
未
婚
率
と

五
十
〜
五
十
四
歳
の
未
婚
率
の
単
純
平
均
値
、
す
な
わ
ち
五
十
歳
時
点
の
未
婚
率
を
み
て
い
く
。
昭
和
二
十
五
（
一
九
五
〇
）

年
か
ら
の
五
十
歳
時
点
の
未
婚
率
は
、
男
女
と
も
に
、
長
い
間
一
％
台
で
推
移
し
て
い
た
が
、
四
十
五
年
に
は
女
性
の
未
婚
率

が
三
％
を
超
え
、
五
十
五
年
に
は
男
性
の
未
婚
率
が
二
％
を
超
え
、
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
の
時
点
で
は
男
性
の
約
五
・
六
％
、

女
性
の
約
四
・
三
％
が
未
婚
の
状
態
と
な
っ
た
。
そ
れ
以
降
も
、
急
速
に
そ
の
比
率
が
上
昇
し
て
い
る
。
ま
た
、
晩
婚
化
の
指

標
と
し
て
、
昭
和
二
十
五
年
か
ら
平
成
二
十
七
年
ま
で
の
初
婚
の
平
均
婚
姻
年
齢
を
み
る
と
、
男
性
は
、
二
十
五
年
の
二
十
五・

九
歳
が
徐
々
に
上
昇
し
、
五
十
五
年
に
は
二
十
七
・
八
歳
、
平
成
二
年
に
は
二
十
九
・
七
歳
と
な
っ
た
。
女
性
も
同
様
に
、
昭

和
二
十
五
年
の
二
十
三
・
〇
歳
が
徐
々
に
上
昇
し
、
五
十
五
年
に
は
二
十
五
・
二
歳
、
平
成
二
年
に
は
二
十
六
・
九
歳
と
な
っ

た
。
そ
れ
以
降
も
、
男
性
、
女
性
と
も
に
、
初
婚
の
平
均
婚
姻
年
齢
は
上
昇
し
て
い
る
。
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こ
う
し
た
非
（
未
）
婚
化
及
び
晩
婚
化
と
い
う
現
象
が
進
行
し
、後
述
の
と
お
り
、

既
婚
女
性
等
の
家
庭
外
で
の
就
労
の
増
加
な
ど
と
相
ま
っ
て
、
出
生
数
（
生
ま
れ

て
く
る
子
ど
も
の
数
）
及
び
出
生
率
（
合
計
特
殊
出
生
率
）
も
次
に
み
る
よ
う
に
減

少
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
五
十
五
年
か
ら
平
成
六
年
ま
で
の
出
生
数
は
、

全
国
に
お
い
て
も
県
に
お
い
て
も
徐
々
に
減
少
し
、
こ
の
一
五
年
間
で
、
全
国
に

つ
い
て
は
一
五
七
万
六
八
八
九
人
か
ら
一
二
三
万
八
三
二
八
人
へ
と
〇
・
七
九
倍
、

県
に
つ
い
て
は
六
万
八
六
七
七
人
か
ら
五
万
四
九
四
〇
人
へ
と
〇
・
八
〇
倍
と
、

ほ
ぼ
同
じ
ペ
ー
ス
で
減
少
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
昭
和
五
十
五
年
か
ら
平
成

六
年
ま
で
の
合
計
特
殊
出
生
率
（
県
は
平
成
七
年
ま
で
）
は
、
全
国
が
一
・
七
五
か

ら
一
・
五
〇
へ
と
、
県
は
一
・
七
六
か
ら
一
・
四
一
へ
と
い
ず
れ
も
減
少
し
て
い

る
。

保
育
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り

と
保
育
政
策
の
停
滞

昭
和
五
十
五
年
か
ら
平
成
六
年
ま
で
は
、
四
十
八
年
秋
の
第
一
次
石
油
危
機
後
に
、
景
気
の
変
動
が

繰
り
返
さ
れ
た
も
の
の
、
経
済
成
長
率
が
平
均
四
％
程
度
を
維
持
す
る
と
い
う
「
安
定
成
長
期
」
と

呼
ば
れ
る
期
間
（
四
十
九
年
か
ら
二
年
ま
で
）
と
お
お
む
ね
重
な
る
。
し
か
し
、
平
成
三
年
に
は
バ
ブ
ル
経
済
が
崩
壊
し
、
そ
れ

以
降
は
経
済
の
低
成
長
時
代
が
始
ま
る
。

　
こ
の
時
期
に
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
少
子
化
が
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
に
子
ど
も
と
家
庭
に
関
す
る
大
き

な
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
点
は
、
す
で
に
第
一
編
第
六
章
第
三
節
一
に
お
い
て
も
指
摘
し
た
既
婚
女
性
等
の
家
庭
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外
就
労
の
継
続
的
進
行
で
あ
る
。
昭
和
五
十
五
年
、
平
成
二
年
の
二
時
点
に
お
け
る
人
口
移
動
の
推
移
を
見
る
と
、
三
大
都
市

圏
へ
の
人
口
流
入
は
五
十
五
年
以
降
も
継
続
的
に
進
行
し
て
お
り
、
平
成
期
に
入
る
と
、
三
大
都
市
圏
の
人
口
と
そ
の
他
の
地

方
の
人
口
と
が
ほ
ぼ
拮
抗
す
る
水
準
に
達
し
て
い
る
。
次
に
、
配
偶
関
係
別
女
子
雇
用
者
数
の
推
移
を
み
る
と
、
未
婚
女
性
、

有
配
偶
女
性
、
夫
と
死
別
・
離
別
し
た
女
性
そ
れ
ぞ
れ
が
総
数
に
占
め
る
比
率
は
こ
の
一
五
年
間
で
ほ
と
ん
ど
変
動
は
な
い
も

の
の
、
雇
用
さ
れ
て
い
る
女
性
の
数
自
体
は
約
一
・
五
倍
に
増
え
て
い
る
。

　
既
婚
女
性
等
の
家
庭
外
で
の
就
労
の
増
加
に
つ
い
て
、
専
業
主
婦
世
帯
（
夫
が
非
農

林
業
雇
用
者
で
妻
が
非
就
業
者
の
世
帯
）

数
と
共
働
き
世
帯
（
夫
婦
と
も
に
非
農
林

業
雇
用
者
の
世
帯
）
数
の
推
移
を
み
る

と
、
昭
和
五
十
五
年
で
約
二
分
の
一
程

度
で
あ
っ
た
共
働
き
世
帯
が
平
成
六
年

に
は
専
業
主
婦
世
帯
と
ほ
ぼ
同
数
に

な
っ
て
い
る
。

　
以
上
か
ら
、
乳
幼
児
を
育
て
て
い
る

女
性
の
雇
用
者
数
─
特
に
都
市
部
で
育

児
を
し
て
い
る
女
性
の
数
─
も
増
加
し

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
こ
れ

表63　三大都市圏等における人口移動

昭和55年 平成 2年 平成12年
全国 117,060 123,611 126,926
東京圏 28,699（24.5％） 31,797（25.7％） 33,418（26.3％）
名古屋圏 9,869（8.4％） 10,550（8.5％） 11,008（8.7％）
大阪圏 17,355（14.8％） 18,117（14.7％） 18,443（14.5％）

三大都市圏計 55,922（47.8％） 60,464（48.9％） 62,870（49.5％）
その他の地方 61,138（52.2％） 63,147（51.5％） 64,106（50.5％）

（注）�「東京圏」とは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を、「名古屋圏」
とは愛知県、岐阜県、三重県を、「大阪圏」とは大阪府、兵庫県、
京都府、奈良県を指す。

� （『戦後日本の人口移動と経済成長』を参照して作成）

（千人）
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に
伴
っ
て
、
保
育
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
も
高
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。
三
大
都
市
圏
の
一
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
本
県
に
お

い
て
も
、
少
な
く
と
も
人
口
の
多
い
神
戸
市
や
阪
神
間
地
域
を
中
心
に
保
育
の
需
要
は
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
実
際
に
、
厚
生
省
は
昭
和
五
十
一
年
に
、
保
育
所
の
整
備
計
画
を
実
施
す
る
資
料
を
得
る
と
い
う
目
的
で
「
要
保
育
児
童
実

態
調
査
」
を
実
施
し
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
、
全
国
の
要
保
育
児
童
数
は
二
二
七
万
人
で
あ
り
、
保
育
所
の
入
所
定
員
数
か
ら

見
て
四
七
万
人
分
の
不
足
が
あ
る
と
推
計
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
す
で
に
保
育
の
需
要
量
に
対
す
る
供

給
量
が
追
い
つ
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
以
降
は
、
更
に
保
育
の
ニ
ー
ズ
は
高
ま
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
、
待
機
児
童
が
存
在
し
た
は

ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
保
育
所
数
、
保
育
定
員
数
、

入
所
児
童
数
の
動
向
を
み
る
と
、
一
九

八
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
の
前
半

に
か
け
て
、
保
育
所
数
や
入
所
定
員
数

の
引
上
げ
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
全
国
・
県
い
ず
れ
に
お

い
て
も
入
所
定
員
数
の
ほ
う
が
入
所
児

童
数
よ
り
も
多
く
な
っ
て
い
る
と
い
う

理
由
づ
け
や
、
出
生
数
・
出
生
率
の
減
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少
と
い
う
理
由
か
ら
、
保
育
ニ
ー
ズ
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
の
見
方
も
あ
る
が
、
一
方
で
、
入
所
措
置
基
準
の

厳
格
化
、
保
育
料
の
引
上
げ
、「
幼
児
は
幼
稚
園
に
」
と
い
う
誘
導
な
ど
、
子
育
て
家
庭
の
保
育
所
離
れ
を
促
す
実
態
が
あ
っ

た
と
す
る
指
摘
も
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
、
少
子
化
や
都
市
化
が
幼
児
期
の
地
域
に
お
け
る
集
団
遊
び
の
機
会
や
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
等
の
直

接
体
験
の
機
会
の
縮
小
を
招
い
た
た
め
、
三
歳
児
か
ら
の
幼
稚
園
就
園
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
り
、
こ
れ
を
受
け
て
文
部
省
が
平
成

三
年
度
か
ら
一
〇
年
間
の
「
第
三
次
幼
稚
園
教
育
振
興
計
画
要
項
」
を
策
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
円
滑
な
推
進
の
た
め
、

平
成
三
年
度
か
ら
幼
稚
園
就
園
奨
励
費
補
助
金
の
対
象
を
三
歳
児
に
も
拡
張
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
も
、
保
育
所
数
や
入

所
定
員
数
の
引
上
げ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
要
因
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
「
保
育
（
所
）
抑
制
」
と
も
い
え
る
施
策
の
背
景
に
は
、
昭
和
四
十
八
年
（
福
祉
元
年
）
の
田た

中な
か
角か

く
栄え

い
内
閣
に
よ
る

産
業
開
発
優
先
か
ら
福
祉
優
先
へ
と
い
っ
た
政
策
転
換
が
、
同
じ
年
に
起
き
た
第
一
次
石
油
危
機
に
よ
る
景
気
後
退
に
よ
っ
て

一
気
に
失
速
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
そ
の
後
、
景
気
が
あ
る
程
度
回
復
す
る
も
の
の
、
福
祉
優
先
と
い
う
機
運
が
再
起
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
七
〇
年
代
中
頃
に
は
「
福
祉
見
直
し
論
」
が
現
れ
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
を
狭
く
限

定
し
て
い
く
方
向
に
傾
い
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
一
九
八
〇
年
代
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
が
、鈴す
ず
木き

善ぜ
ん
幸こ

う
内
閣
は「
増

税
な
き
財
政
再
建
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
、
昭
和
五
十
六
年
七
月
に
発
表
さ
れ
た
臨
時
行
政
調
査
会
（
第
二
臨
調
）
の

第
一
次
答
申
で
は
、「
自
立
・
自
助
・
自
己
責
任
」
が
教
育
・
福
祉
の
領
域
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
方
針
の
下
、
保
育
に
関
し
て
は
、
保
育
所
新
設
の
抑
制
、
地
方
公
務
員
・
補
助
職
員
の
増
員
抑
制
、
給
与
な
ど
経
営
事

務
費
の
抑
制
、
施
設
の
民
営
化
や
管
理
運
営
の
民
間
委
託
な
ど
が
推
進
さ
れ
、
乳
幼
児
を
対
象
と
し
た
保
育
事
業
の
発
展
は
停
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滞
し
た
。
第
二
次
臨
調
に
よ
る
行
政
改
革
は
昭
和
五
十
八
年
度
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
全
国
・
県
い

ず
れ
も
、
保
育
所
の
入
所
児
童
数
は
徐
々
に
減
少
し
て
い
る
。

エ
ン
ゼ
ル
プ

ラ
ン
の
策
定

本
節
冒
頭
で
述
べ
た
、
出
生
数
の
減
少
や
合
計
特
殊
出
生
率
の
低
下
に
見
ら
れ
る
少
子
化
の
萌
芽
は
昭
和
三

十
年
前
後
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
社
会
全
体
が
少
子
社
会
の
到
来
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
不

安
定
な
子
ど
も
の
育
ち
（
自
主
性
や
社
会
性
の
育
ち
に
く
さ
）、
増
大
す
る
社
会
保
障
費
を
支
え
る
層
の
減
少
、
納
税
負
担
の
増
加
、

経
済
の
停
滞
（
労
働
力
・
生
産
性
の
低
下
と
消
費
人
口
の
減
少
）
な
ど
の
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
影
響
を
強
く
認
識
し
始
め
た
の
は
、「
一
・
五
七
シ
ョ
ッ
ク
」
と
呼
ば
れ

る
事
態
が
起
き
た
平
成
二
年
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
前
年
度
の
合
計
特
殊
出
生

率
（
一
・
五
七
）
が
、
こ
の
年
に
生
ま
れ
た
女
性
は
気
が
強
く
、
夫
を
食
い
殺

す
と
い
う
迷
信
が
あ
る
た
め
、
妊
娠
・
出
産
を
控
え
る
と
さ
れ
る
「
丙
ひ
の
え
午う

ま
」
の

昭
和
四
十
一
年
に
お
け
る
合
計
特
殊
出
生
率
（
一
・
五
八
）
を
下
回
っ
た
こ
と

が
社
会
に
与
え
た
衝
撃
の
強
さ
を
表
し
て
い
る
。

　
こ
の
「
一
・
五
七
シ
ョ
ッ
ク
」
を
契
機
に
、
政
府
は
、
出
生
率
の
低
下
・
子

ど
も
の
数
の
減
少
を
、
国
の
根
幹
を
揺
る
が
す
深
刻
な
問
題
と
し
て
認
識
し
、

平
成
二
年
に
「
健
や
か
に
子
供
を
生
み
育
て
や
す
い
環
境
づ
く
り
に
関
す
る
関

係
省
庁
連
絡
会
議
」
を
立
ち
上
げ
、
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
支
援
な
ど
子
ど
も

を
生
み
育
て
や
す
い
環
境
づ
く
り
に
向
け
て
の
対
策
の
検
討
を
始
め
た
。
こ
の
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会
議
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
具
体
的
な
計
画
が
、
平
成
六
年
十
二
月
に
文
部
、
厚
生
、
労
働
、
建
設
の
四
大
臣
合
意
に
よ
り
策

定
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
」（
今
後
の
子
育
て
支
援
の
た
め
の
施
策
の
基
本
的
方
向
に
つ
い
て
）
で
あ
り
、
平
成
七

年
度
か
ら
一
〇
年
間
に
取
り
組
む
べ
き
基
本
的
方
向
と
重
点
施
策
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
の
目
的
が
着
実
に
達
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
こ
の
時
期
ま
で
に
ニ
ー
ズ
と
し
て
高
ま
っ
て
い
た
産
休
明
け

保
育
、
〇
歳
児
保
育
、
延
長
保
育
な
ど
を
含
む
保
育
事
業
の
充
実
が
喫
緊
の
施
策
と
し
て
必
要
で
あ
る
と
の
判
断
か
ら
、「
緊

急
保
育
対
策
等
五
か
年
事
業
」
も
同
時
に
策
定
さ
れ
、
平
成
十
一
年
度
を
目
標
年
次
と
し
て
、
以
下
に
示
す
よ
う
な
施
策
が
展

開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
保
育
所
に
お
け
る
低
年
齢
児
（
〇
〜
二
歳
児
）
の
受
入
れ
を
、
四
五
万
人
（
平
成
六
年
度
）
か
ら
六
〇
万
人
（
平
成
十
一
年
度
）

へ
と
促
進
す
る
こ
と
、「
時
間
延
長
保
育
（
六
年
度
二
二
三
〇
カ
所
か
ら
十
一
年
度
七
〇
〇
〇
カ
所
へ
）」「
一
時
的
保
育
（
六
年
度
四

五
〇
カ
所
か
ら
十
一
年
度
三
〇
〇
〇
カ
所
へ
）」「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
（
六
年
度
四
五
二
〇
カ
所
か
ら
十
一
年
度
九
〇
〇
〇
カ
所
へ
）」

な
ど
多
様
な
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
保
育
所
の
多
機
能
化
、
保
育
料
の
軽
減
、
子

育
て
を
地
域
ぐ
る
み
で
支
援
す
る
体
制
整
備
、
母
子
保
健
医
療
体
制
の
充
実
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
平
成
六
年
は
、
一
・
五
七
シ
ョ
ッ
ク
を
経
験
し
た
我
が
国
が
本
格
的
に
少
子
化
対
策
（
子
育
て
支
援
）
に
取

り
組
み
始
め
、そ
れ
ま
で
の
乳
幼
児
の
た
め
の
保
育
（
所
）
抑
制
策
が
保
育
（
所
）
振
興
策
へ
と
変
わ
る
大
き
な
転
換
点
で
あ
っ

た
。
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
の
策
定
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
と
も
厳
し
い
財
政
状
況
に
あ
っ
て
も
、
待
っ
た
な
し
の
不
可
欠
な
施

策
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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育
児
の
孤
立
や
育

児
不
安
へ
の
対
応

エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
に
は
、
育
児
に
関
わ
る
不
安
感
や
そ
れ
を
も
た
ら
す
育
児
孤
立
感
、
育
児
困
難
感
な
ど

を
低
減
・
解
消
す
る
こ
と
─
そ
れ
に
よ
っ
て
、
特
に
二
人
目
以
降
の
出
産
を
期
待
す
る
─
を
目
指
し
た
地

域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
や
子
育
て
サ
ー
ク
ル
の
整
備
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
た
。

　
地
域
の
子
育
て
支
援
の
重
要
性
は
、
大
阪
府
内
の
あ
る
市
で
昭
和
五
十
五
年
に
生
ま
れ
た
全
て
の
子
ど
も
と
そ
の
親
（
約
二

〇
〇
〇
組
）
を
対
象
と
し
て
、
四
カ
月
検
診
時
か
ら
小
学
校
入
学
後
健
診
時
ま
で
の
六
回
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
た
大
規
模
な

縦
断
調
査
「
大
阪
レ
ポ
ー
ト
」
に
も
現
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
子
ど
も
が
三
歳
半
の
時
点
で
、「
こ
れ
ま
で
育
児
に
つ
い
て
最

も
心
配
だ
っ
た
時
期
は
？
」
に
対
す
る
回
答
と
し
て
、「
産
院
か
ら
の
退
院
直
後
／
退
院
か
ら
一
カ
月
」
と
「
一
歳
前
後
／
二

歳
前
後
」
と
い
う
二
つ
の
ピ
ー
ク
（
そ
れ
ぞ
れ
、
一
五
％
前
後
と
一
〇
〜
一
五
％
）
が
あ
り
、
こ
れ
に
「
こ
れ
ま
で
最
も
育
児
の
手

助
け
が
ほ
し
か
っ
た
時
期
は
？
」
に
対
す
る
回
答
の
ピ
ー
ク
が
重
な
る
（
そ
れ
ぞ
れ
、
二

〇
〜
二
五
％
と
一
〇
〜
一
五
％
）
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
育
児
に
つ
い

て
ひ
ど
く
心
配
す
る
こ
と
─
育
児
不
安
感
が
高
ま
る
こ
と
─
と
周
囲
に
手
助
け
を
し
て
く

れ
る
人
が
な
い
こ
と
─
育
児
孤
立
感
が
高
ま
る
こ
と
─
と
が
連
動
し
て
お
り
、
こ
れ
に
当

て
は
ま
る
母
親
が
六
〜
七
人
に
一
人
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
解
決
す
る
施
策
と
し
て
は
、
地
域
内
で
親
同
士
が
仲
間
づ
く
り
や
育

児
に
関
す
る
情
報
交
換
が
で
き
る
「
場
」「
居
場
所
」
の
提
供
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
う

し
た
サ
ー
ビ
ス
の
活
性
化
は
、
次
の
「
新
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
（
第
三
編
で
詳
述
）」
を
待
つ

こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
家
庭
で
養
育
を
受
け
て
い
る
未
就
園
児
童
と
保
護
者
を

写真 176　子育てサークル（やんちゃんこ提供）
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対
象
と
し
て
、
保
育
所
・
保
育
士
が
中
心
と
な
っ
て
実
施
し
て
い
た
「
保
育
所
地
域
子
育
て
モ
デ
ル
事
業
（
平
成
五
年
創
設
）」

が
あ
り
、
厚
生
白
書
（
五
年
版
）
に
は
、
こ
の
モ
デ
ル
事
業
の
役
割
を
「
保
育
所
が
地
域
住
民
に
対
し
て
育
児
不
安
に
関
す
る

相
談
・
助
言
や
地
域
の
子
育
て
サ
ー
ク
ル
の
育
成
支
援
を
行
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
の
策
定
を
機

に
、
こ
の
事
業
名
が
平
成
七
年
度
か
ら
「
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
」
と
変
更
さ
れ
、
そ
の
運
用
が
継
続
さ
れ
て
い
く
。

学
童
保
育

の
法
制
化

一
九
六
〇
年
代
の
半
ば
に
な
っ
て
大
都
市
で
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
学
童
保
育
所
は
、
共
働
き
の
留
守
家

庭
児
童
へ
の
支
援
に
加
え
て
児
童
の
健
全
育
成
を
担
う
事
業
と
し
て
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
厚
生
省
は
全

児
童
を
対
象
と
し
た
（
留
守
家
庭
児
童
の
た
め
だ
け
の
対
策
と
し
て
で
は
な
く
）
健
全
育
成
を
具
現
化
す
る
た
め
に
児
童
館
へ
の
国

庫
補
助
を
、
文
部
省
は
留
守
家
庭
の
児
童
へ
の
対
策
と
し
て
「
留
守
家
庭
児
童
会
育
成
事
業
」
を
開
始
す
る
。
一
九
七
〇
年
代

に
入
る
と
、
全
国
学
童
保
育
連
絡
協
議
会
（
昭
和
四
十
二
年
発
足
）
が
学
童
保
育
の
制
度

化
を
求
め
て
四
十
八
年
に
国
会
請
願
を
行
い
、
こ
れ
を
受
け
た
厚
生
省
は
「
都
市
児
童

健
全
育
成
事
業
」
を
五
十
一
年
に
開
始
す
る
。

　
こ
の
後
、
一
九
八
〇
年
代
は
福
祉
抑
制
の
時
期
に
入
っ
て
い
く
が
、
全
国
学
童
保
育

連
絡
協
議
会
は
、
中
小
都
市
や
農
山
村
・
漁
村
に
も
留
守
家
庭
児
童
の
問
題
は
広
が
っ

て
い
る
事
実
を
背
景
に
、
学
童
保
育
の
本
格
的
な
制
度
化
を
求
め
て
い
っ
た
。

　
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
乳
幼
児
の
保
育
の
場
合
と
同
様
に
、
一
・
五
七
シ
ョ
ッ

ク
は
学
童
保
育
の
発
展
に
と
っ
て
も
大
き
な
追
い
風
・
転
換
点
と
な
っ
た
。
国
は
、
ま

ず
、
平
成
三
年
に
、
従
来
の
「
都
市
児
童
健
全
育
成
事
業
」
を
発
展
的
に
廃
止
し
、「
放

写真 177　�学童保育の教室（昭和 49 年）� �
（神戸新聞社提供）
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課
後
児
童
対
策
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
事
業
）」
を
開
始
す
る
。
こ
れ
は
、
留
守
家
庭
児
童
に
対
す
る
独
立
し
た
固
有
の
事

業
の
必
要
性
が
初
め
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
は
、
既
に
示
し
た
よ
う
に
、
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
と
と
も
に
策

定
さ
れ
た
「
緊
急
保
育
対
策
等
五
か
年
事
業
」
に
お
い
て
、
平
成
六
年
度
に
四
五
二
〇
カ
所
で
あ
っ
た
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
数

を
十
一
年
度
に
は
九
〇
〇
〇
カ
所
に
増
や
す
と
い
う
数
値
目
標
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、平
成
六
年
に
日
本
が
批
准
し
た「
子

ど
も
の
権
利
条
約
」
を
受
け
て
改
正
さ
れ
た
児
童
福
祉
法
（
九
年
成
立
）
の
中
で
、学
童
保
育
は
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
」

と
し
て
初
め
て
法
制
化
さ
れ
、
十
年
四
月
よ
り
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
と
し
て
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
切
る
こ
と
と
な
っ
た
。
福

祉
部
『
兵
庫
の
福
祉
（
平
成
七
年
版
）』
を
見
る
と
、
県
に
お
い
て
は
、
六
年
度
よ
り
「
放
課
後
児
童
対
策
事
業
」
及
び
「
ア
フ

タ
ー
ス
ク
ー
ル
子
ど
も
育
成
事
業
」
を
実
施
す
る
市
町
に
対
し
て
経
費
の
補
助
を
開
始
し
て
い
る
。

二　
「
児
童
手
当
」
の
拡
が
り
─
三
歳
未
満
の
す
べ
て
の
子
ど
も
へ

　
子
ど
も
に
関
す
る
社
会
手
当
の
一
つ
で
あ
る
「
児
童
手
当
」
は
、
子
育
て
家
庭
の
生
活
の
安
定
を
図
る
と
い
う
目
的
で
昭
和

四
十
七
年
に
発
足
し
た
。
こ
の
と
き
の
支
給
対
象
は
、
多
子
防
貧
策
と
し
て
の
性
格
も
あ
り
、
児
童
を
三
人
以
上
育
て
て
い
る

家
庭
の
保
護
者
で
あ
っ
た
。
当
時
、「
小
さ
く
生
ん
で
大
き
く
育
て
る
」
と
い
う
方
針
の
下
、
発
足
の
翌
年
か
ら
徐
々
に
年
齢

の
上
限
が
緩
和
さ
れ
る
─
義
務
教
育
終
了
前
ま
で
（
昭
和
四
十
九
年
）
─
と
と
も
に
支
給
月
額
も
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
が
、「
第

三
子
以
降
の
子
ど
も
」
と
い
う
条
件
の
緩
和
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
、
五
十
六
年
に
は
特
例
措
置
と
し
て
所
得
制

限
の
強
化
が
実
施
さ
れ
た
（『
日
本
社
会
保
障
資
料
Ⅳ
（
一
九
八
〇
─
二
〇
〇
〇
）』）。

　
そ
の
背
景
に
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
入
っ
て
か
ら
、
経
済
の
低
成
長
に
よ
る
財
政
の
逼
迫
や
こ
の
手
当
の
効
果
に
対
す
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る
疑
義
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
当
初
の
期
待
に
反
し
て
制
度
廃
止
を
も
含
め
た
見
直
し
議
論
が
登
場
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の

後
、
児
童
手
当
の
存
続
及
び
更
な
る
拡
充
を
求
め
る
中
央
児
童
福
祉
審
議
会
サ
イ
ド
と
児
童
手
当
の
見
直
し
・
縮
小
を
図
ろ
う

と
す
る
行
政
改
革
サ
イ
ド
（
第
二
臨
調
な
ど
）
と
の
綱
引
き
が
展
開
さ
れ
た
。

　
そ
の
後
、
中
央
児
童
福
祉
審
議
会
は
、
昭
和
五
十
九
年
の
意
見
具
申
「
児
童
手
当
制
度
の
当
面
の
改
革
方
策
に
つ
い
て
」
に

お
い
て
、「
年
金
制
度
の
充
実
に
よ
る
高
齢
者
の
社
会
的
扶
養
の
進
展
に
対
応
し
て
、
次
代
の
生
産
年
齢
世
代
で
あ
る
児
童
に

つ
い
て
も
、社
会
全
体
で
、そ
の
養
育
に
係
る
費
用
を
公
的
に
分
担
す
る
制
度
を
定
着
さ
せ
る
必
要
性
を
説
き
、子
育
て
を
行
っ

て
い
る
者
が
広
く
手
当
を
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
、
制
度
改
革
を

行
う
」
必
要
性
を
指
摘
す
る
一

方
で
、
改
革
の
具
体
的
方
向
に

つ
い
て
は
、
当
時
の
財
政
上
の

制
約
な
ど
か
ら
、
当
面
は
、
第

一
子
か
ら
で
は
な
く
、
第
二
子

か
ら
を
支
給
対
象
と
し
、
支
給

期
間
を
絞
り
込
む
こ
と
─
年
齢

の
上
限
を
下
げ
る
こ
と
─
で
、

給
付
の
重
点
化
を
図
ら
ざ
る
を
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得
な
い
と
結
論
づ
け
た
。
厚
生
省
は
、
支
給
期
間
を
短
く
し
て
で
も
、
児
童
手
当
を
従
来
の
多
子
貧
困
対
策
か
ら
子
育
て
を
社

会
全
体
で
担
う
た
め
の
普
遍
的
な
政
策
に
転
換
し
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
。

　
こ
の
意
見
具
申
を
受
け
て
な
さ
れ
た
昭
和
六
十
年
の
制
度
改
正
で
は
、
支
給
対
象
が
第
二
子
以
降
の
子
ど
も
に
拡
大
さ
れ
た

も
の
の
、
支
給
期
間
は
段
階
的
に
義
務
教
育
就
学
前
ま
で
に
短
縮
さ
れ
た
。
ま
た
、
支
給
額
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
年
以
降
、

第
三
子
以
降
一
人
に
つ
き
月
額
五
〇
〇
〇
円
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
、
こ
の
改
正
に
よ
る
支
給
対
象
の
拡
大
に
伴
い
、
第
二
子

に
つ
い
て
は
月
額
二
五
〇
〇
円
、
第
三
子
以
降
は
月
額
五
〇
〇
〇
円
と
決
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
平
成
三
年
、
再
び
制
度
改
正

が
実
施
さ
れ
る
が
、
こ
の
と
き
に
は
、
支
給
対
象
が
第
一
子
ま
で
拡
大
さ
れ
た
も
の
の
、
支
給
期
間
は
三
歳
未
満
に
限
定
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
で
は
実
際
に
、
こ
の
時
期
に
対
応
す
る
昭
和
五
十
五
年
か
ら
平
成
六
年
ま
で
の
全
国
及
び
県
に
お
け
る
児
童
手
当
の
受
給
者

数
・
受
給
額
を
、
主
に
民
間
会
社
に
勤
務
し
厚
生
年
金
保
険
等
に
加
入
し
て
い
る
被
用
者
（
公
務
員
は
除
く
）
と
、
国
民
年
金

加
入
者
ま
た
は
年
金
未
加
入
等
の
非
被
用
者
（
公
務
員
は
除
く
）
別
に
見
て
み
る
。
共
働
き
世
帯
の
増
加
の
進
行
に
伴
っ
て
、

受
給
者
の
う
ち
被
用
者
が
増
加
し
て
い
き
非
被
用
者
が
減
少
し
て
い
く
と
い
う
傾
向
が
明
確
に
現
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
出
生
数
が
減
少
す
る
中
に
あ
っ
て
、
受
給
者
総
数
（
被
用
者
と
非
被
用
者
の
合
計
）
の
推
移
は
、
児
童
手
当
制
度
の
改

正
の
影
響
を
強
く
反
映
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
全
国
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
年
の
改
正
に
よ
っ
て
、
第
二
子
ま
で
が

支
給
対
象
に
広
が
っ
た
た
め
、
就
学
前
ま
で
と
の
制
限
が
か
か
っ
て
も
な
お
六
十
一
年
以
降
の
受
給
者
総
数
は
明
確
に
増
加
し

て
い
る
。
一
方
で
、
平
成
三
年
の
改
正
で
は
、
第
一
子
ま
で
と
い
う
拡
張
に
よ
っ
て
受
給
対
象
は
広
が
る
が
、
三
歳
ま
で
と
い

う
制
限
に
よ
っ
て
対
象
者
数
は
減
る
た
め
、
受
給
対
象
と
な
る
層
は
変
わ
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
受
給
総
数
を
見
る
と
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そ
の
影
響
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
県
の
推
移
に
つ
い
て
、
全
国
の
様
相
と
異
な
っ
て
い
る
点
と
し
て
は
、
既
に
昭
和
五
十
五
年
か
ら
、
被
用
者
数
の
ほ
う
が
非

被
用
者
数
よ
り
も
多
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
三
大
都
市
圏
の
一
つ
に
含
ま
れ
る
兵
庫
県
で
は
、
早
く
か
ら
共
働
き
家
庭
数
が

増
加
し
始
め
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

三　

子
ど
も
家
庭
福
祉
の
必
要
性
へ
の
着
目

児
童
相
談
所
及
び
家
庭
児
童

相
談
室
に
お
け
る
相
談
内
容

子
ど
も
と
家
庭
の
福
祉
を
増
進
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代

前
半
に
お
い
て
、
子
ど
も
や
家
庭
（
保
護
者
）
が
ど
の
よ
う
な
悩
み
や
困
難
さ
を
抱
え
て
い
た
の

か
を
、
児
童
相
談
所
や
家
庭
児
童
相
談
室
に
お
け
る
相
談
件
数
・
相
談
内
容
か
ら
概
観
し
て
み
た
い
。

　
図
113
の
と
お
り
、
こ
の
一
五
年
間
に
お
け
る
全
国
の
児
童
相
談
所
で
受
け
付
け
ら
れ
た
内
容
別
の
相
談
数
を
み
る
と
、
相
談

総
数
自
体
が
四
万
二
〇
〇
〇
件
ほ
ど
増
加
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、「
心
身
障
害
」
及
び
育
成
相
談
の
う
ち
の
「
適
性
・
長
期

不
就
学
」
の
大
き
な
増
加
、
さ
ら
に
は
、
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
「
そ
の
他
」
が
倍
増
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
一
方
で
「
非

行
に
関
す
る
相
談
」、
特
に
「
触
法
行
為
等
」
が
大
き
く
減
少
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
後
述
の
「
四　
青
少
年
問
題
」
で
み

る
よ
う
に
、
昭
和
五
十
八
年
の
少
年
非
行
第
三
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
以
降
、
少
年
犯
罪
が
沈
静
化
し
て
い
く
こ
と
と
同
期
し
て

い
る
。

　
こ
の
時
期
（
昭
和
五
十
五
年
以
降
）、
県
に
は
児
童
相
談
所
が
七
カ
所
（
神
戸
市
一
カ
所
及
び
二
つ
の
分
室
を
含
む
）
設
置
さ
れ
て

い
た
が
、
そ
こ
で
の
相
談
内
容
別
の
相
談
数
を
み
る
と
、
相
談
総
数
自
体
が
約
一
二
〇
〇
件
増
加
し
て
い
る
。
増
減
の
大
き
い
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相
談
内
容
を
選
ん
で
、
昭
和
五
十
五
年
度
と
平
成
六
年
度
と
の
差
を
見
る
と
、「
養
護
」
が
三
一
三
件
増
、「
教
護
」
が
一
二
一

件
減
、「
触
法
行
為
等
」
が
四
七
七
件
減
、「
精
神
薄
弱
・
重
症
心
身
障
害
・
自
閉
症
」
が
一
九
〇
四
件
増
、「
し
つ
け
」
が
四

九
二
件
減
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
県
に
お
い
て
も
全
国
同
様
に
「
触
法
行
為
等
」
が
減
少
す
る
中
で
、「
養
護
」「
精
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神
薄
弱
・
重
症
心
身
障
害
・
自
閉
症
」
が
増
加
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
代
の
社
会
問
題
で
あ
る
児
童
虐
待
及
び
発
達
障
害
の
増

大
の
萌
芽
が
看
取
で
き
る
と
い
え
よ
う
。な
お
、内
容
は
不
明
で
あ
る
が
そ
の
他
相
談
が
減
少
と
増
加
を
繰
り
返
す
傾
向
に
あ
っ

た
。

　
次
に
、子
育
て
家
庭
に
と
っ
て
、児
童
相
談
所
に
比
べ
て
身
近
な
相
談
窓
口
で
あ
る
家
庭
児
童
相
談
室
に
お
け
る
相
談
件
数・

内
容
の
推
移
を
確
認
し
て
い
く
。
家
庭
児
童
相
談
室
と
は
、
自
治
体
の
福
祉
事
務
所
内
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
子
ど
も
の
養
育

や
子
ど
も
家
庭
福
祉
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、
家
庭
に
対
す
る
各
種
の
相
談
や
指
導
、
助
言
、
援
助
を
行
う
機
関
で
あ
る
。
ま

ず
、
全
国
の
状
況
を
み
る
と
、
相
談
総
数
自
体
は
約
七
万
五
〇
〇
〇
件
増
加
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
増
減
の
傾
向
が
は
っ
き
り

し
て
い
る
相
談
内
容
を
選
ん
で
、
昭
和
五
十
五
年
度
と
平
成
六
年
度
と
の
差
を
見
る
と
、「
知
能
・
言
語
」
が
約
一
万
三
七
〇

〇
件
増
、「
学
校
生
活
等
」
が
約
六
万
三
五
〇
〇
件
増
、「
家
族
関
係
」
が
約
一
万
八
三
〇
〇
件
増
、「
非
行
」
が
約
一
万
一
七

〇
〇
件
減
、「
そ
の
他
」
が
約
一
万
五
〇
〇
〇
件
減
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
結
果
は
、
お
お
む
ね
児
童
相
談
所
に
お
け
る
相
談

内
容
別
の
増
減
傾
向
と
対
応
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
児
童
相
談
所
に
お
け
る
「
心
身
障
害
」「
適
性
・
長
期
不
就
学
」
の
増

加
が
、
家
庭
児
童
相
談
室
に
お
け
る
「
知
能
・
言
語
」「
学
校
生
活
等
」
の
増
加
に
、
児
童
相
談
所
に
お
け
る
「
触
法
行
為
等
」

の
減
少
が
家
庭
児
童
相
談
室
に
お
け
る
「
非
行
」
の
減
少
に
対
応
し
て
い
る
。
ま
た
、
家
庭
児
童
相
談
室
の
み
の
特
徴
と
し
て
、

「
家
族
関
係
」
の
増
加
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
兵
庫
県
で
は
、
こ
の
時
期
（
昭
和
五
十
五
年
以
降
）、
県
の
福
祉
事
務
所
八
カ
所
及
び
県
内
の
市
の
福
祉
事
務
所
三
一
カ
所
に

家
庭
児
童
相
談
室
が
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
の
相
談
数
は
、
平
成
六
年
度
は
昭
和
五
十
五
年
度
に
比
べ
て
、
三
三
三
一

件
増
加
し
て
い
る
。
ま
ず
、
理
由
も
具
体
的
内
容
も
不
明
で
あ
る
が
「
そ
の
他
」
が
平
成
六
年
度
に
な
っ
て
急
激
に
増
加
し
て
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い
る
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
県
内
の
児
童
相
談
所
で
の
相
談
内
容
が
児
童
虐
待
及
び
発
達
障
害
に
つ
な
が
る
特
徴
を
示
し
て
い

た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
家
庭
児
童
相
談
室
に
お
け
る
相
談
に
も
こ
う
し
た
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
全
国
及

び
県
の
児
童
相
談
所
に
お
い
て
「
適
性
・
長
期
不
就
学
」
が
、
県
の
家
庭
児
童
相
談
室
に
お
い
て
「
学
校
生
活
等
」
に
関
す
る

相
談
が
明
確
に
増
加
し
て
い
る
の
は
、
後
述
の
「
四　
青
少
年
問
題
」
で
み
る
よ
う
に
、
年
間
五
〇
日
以
上
（
平
成
三
年
以
降

い
る
の
で
、
こ
の
増
加

分
（
昭
和
五
十
五
年
度
と

平
成
六
年
度
と
の
差
）
一

三
三
七
件
分
を
除
け
ば
、

相
談
総
数
は
一
九
九
四

件
増
加
し
て
い
る
。
そ

の
内
訳
を
み
る
と
、「
知

能
・
言
語
」
が
五
三
八

件
増
、「
学
校
生
活
等
」

が
三
二
三
件
増
、「
家

族
関
係
」
が
一
九
九
件

増
、「
心
身
障
害
」
が

九
九
九
件
増
と
な
っ
て
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は
三
〇
日
以
上
を
含
む
）
の
長
期
に
わ
た
っ
て
欠
席
し
、
不
登
校
の
児
童
・
生
徒
（
以
下
、
不
登
校
児
童
・
生
徒
）
の
増
加
を
反
映

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

社
会
的

養
護

全
国
の
家
庭
児
童
相
談
室
に
お
け
る
「
家
族
関
係
」
に
関
す
る
相
談
、
県
の
児
童
相
談
所
に
お
け
る
「
養
護
」
に

関
す
る
相
談
、
県
の
家
庭
児
童
相
談
室
に
お
け
る
「
家
族
関
係
」
に
関
す
る
相
談
の
増
加
は
、
社
会
的
養
護
の
仕

組
み
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
る
子
ど
も
と
家
庭
の
増
加
に
つ
な
が
る
と
推
測
で
き
る
。
そ
こ
で
、
昭
和
五
十
五
年
か
ら
平
成
六

年
ま
で
の
里
親
委
託
の
状
況
及
び
乳
児
院
・
養
護
施
設
の
状
況
を
み
る
。

　
里
親
委
託
は
、
全
国
、
県
と

も
に
、
登
録
里
親
数
、
委
託
を

受
け
た
里
親
数
、
委
託
さ
れ
た

児
童
数
の
い
ず
れ
も
が
徐
々
に

減
少
し
て
い
る
。
委
託
さ
れ
た

児
童
数
の
減
少
率
を
、
昭
和
五

十
五
年
度
を
基
準
と
し
て
算
出

す
る
と
、
全
国
で
は
七
七
・

六
％
、
県
で
は
六
四
・
〇
％
と

な
る
。
ま
た
、
乳
児
院
、
児
童

養
護
施
設
も
、
全
国
、
県
と
も
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に
、
施
設
数
、
入
所
定
員
数
、
入
所
児
童
数
い
ず
れ
も
が
減
少
傾
向
に
あ
る
。

　
以
上
か
ら
、
こ
の
時
期
、
相
談
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
家
族
関
係
の
問
題
や
実
親
な
ど
に
育
て
て
も
ら
う
こ
と
の
で
き
な
い

子
ど
も
の
問
題
─
保
護
者
不
在
の
問
題
─
が
増
加
し
て
い
て
も
、
そ
れ
が
社
会
的
養
護
と
い
う
仕
組
み
を
利
用
す
る
児
童
数
の

増
加
と
し
て
顕
在
化
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
判
断
で
き
よ
う
。
実
際
に
、
全
国
の
児
童
相
談
所
で
対
応
し
た
「
養
護
」
相

談
件
数
の
比
率
を
、各
年
度
の
児
童
人
口
一
万
人
当
た
り
何
人
い
る
か
で
表
し
た
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、昭
和
五
十
五
年
度
が
七・

六
人
、
五
十
七
年
度
が
八
・
〇
人
、
六
十
年
度
が
七
・
六
人
、
六
十
二
年
度
が
七
・
四
人
、
平
成
四
年
度
が
八
・
三
人
、
七
年

度
が
一
〇
・
五
人
、
九
年
度
が
一
二
・
三
人
、
十
二
年
度
が
二
〇
・
七
人
と
な
っ
て
お
り
、
養
護
相
談
は
明
確
に
増
加
し
て
い

く
の
は
平
成
六
年
以
降
で
あ
る
。
社
会
的
養
護
の
仕
組
み
を
利
用
す
る
児
童
数
の
増
加
は
、
二
一
世
紀
を
迎
え
て
か
ら
の
事
象

と
な
る
。

四　

青
少
年
問
題

少
年
非
行
第
三
の
ピ
ー
ク

と
少
年
犯
罪
の
沈
静
化

第
一
編
第
六
章
第
三
節
三
「
青
少
年
問
題
の
顕
在
化
と
対
策
」
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
昭
和
三

十
九
年
に
「
少
年
非
行
第
二
の
ピ
ー
ク
（
検
挙
者
数
約
一
五
万
一
〇
〇
〇
人
）」
を
迎
え
て
以
後
、
刑

法
犯
少
年
の
検
挙
者
数
は
毎
年
一
〇
万
人
超
と
い
う
小
康
状
態
で
推
移
し
た
。
昭
和
五
十
三
年
頃
か
ら
は
そ
の
数
が
明
確
に
増

加
し
て
い
き
、
五
十
八
年
に
は
「
少
年
非
行
第
三
の
ピ
ー
ク
（
検
挙
者
数
約
一
九
万
七
〇
〇
〇
人
）」
を
迎
え
る
。
昭
和
五
十
五
年

か
ら
平
成
六
年
ま
で
の
刑
法
犯
少
年
の
検
挙
人
数
・
人
口
比
の
推
移
を
み
る
と
、
五
十
八
年
の
ピ
ー
ク
以
降
、
検
挙
者
数
は
若

干
減
り
、
六
十
三
年
に
再
度
一
九
万
人
台
に
増
加
す
る
も
の
の
、
平
成
を
迎
え
る
と
一
気
に
一
六
万
人
台
に
減
少
、
同
世
代
の
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人
口
比
で
も
一
六
〜
一
八
％
台
か
ら
一
二
〜
一
三
％
台
に
低
下
し
て
い
る
。

　
本
県
に
お
け
る
昭
和
五
十
五
年
か
ら
平
成
六
年
ま
で
の
刑
法
犯
少
年
等
の
推
移
を
み
る
と
、
補
導
さ
れ
た
少
年
総
数
は
五
十

七
年
を
ピ
ー
ク
に
二
年
ま
で
は
増
減
を
繰
り
返
し
な
が
ら
徐
々
に
減
少
し
て
い
き
、
そ
れ
以
降
は
明
確
に
減
っ
て
い
る
。
ま
た
、

刑
法
犯
少
年
（
犯
罪
少
年
と
触
法
少
年
の
計
）、
特
別
法
犯
少
年
、
ぐ
犯
少
年
、
不
良
行
為
少
年
の
数
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
期
間

内
に
昭
和
五
十
七
年
を
ピ
ー
ク
に
少
し
ず
つ
減
少
し
て
い
く
が
、
刑
法
犯
の
う
ち
犯
罪
少
年
数
だ
け
は
五
十
七
年
と
六
十
三
年
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の
二
度
に
わ
た
っ
て
ピ
ー
ク
を
示
し
て
い
る
。
一
五

年
間
に
二
回
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
と
い
う
現
象
は
、

前
記
の
検
挙
さ
れ
た
刑
法
犯
少
年
数
に
関
す
る
全
国

デ
ー
タ
の
傾
向
と
一
致
し
て
い
る
。

　
次
に
、
昭
和
五
十
五
年
か
ら
平
成
七
年
ま
で
の
五

年
ご
と
に
、
全
国
と
県
に
お
け
る
主
要
罪
種
別
少
年

刑
法
犯
検
挙
人
員
の
動
向
を
み
る
。

　
ま
ず
、
全
国
の
ほ
う
に
だ
け
見
ら
れ
る
カ
テ
ゴ
リ

「
凶
器
準
備
集
合
」
と
は
、
二
人
以
上
の
者
が
、
他

人
の
生
命
、
身
体
ま
た
は
財
産
に
危
害
を
加
え
る
目

的
で
集
合
す
る
際
、
自
ら
凶
器
を
準
備
し
、
ま
た
は

そ
の
準
備
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
集
合
す
る
（
集
合

さ
せ
る
）
こ
と
を
指
し
、
昭
和
三
十
三
年
に
刑
法
に

追
加
さ
れ
た
罪
種
で
あ
る
。
当
初
は
、
暴
力
団
の
闘
争
行
為
を
集
合
の
段
階
で
予
防
す
る
た
め
に
新
設
さ
れ
た
が
、
後
に
、
学

生
デ
モ
の
規
制
手
段
や
暴
走
族
の
取
締
り
の
手
段
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
八
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年

代
前
半
に
か
け
て
、
凶
器
準
備
集
合
罪
の
件
数
は
大
き
く
減
少
し
て
い
く
が
、
こ
の
罪
種
に
占
め
る
少
年
の
比
率
が
八
〇
％
台

と
、
ど
の
年
次
に
お
い
て
も
非
常
に
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
は
既
に
学
生
運
動
は
終
息
し
て
い
る
の
で
、
主
に
暴
走
族

表64　�主要罪種別全刑法犯に対する少年の割合�
（昭和55年、平成7年）（全国）

年次

罪種

昭和55（1980）年 平成7（1995）年

少年 全刑法犯 少年の
割合 少年 全刑法犯 少年の

割合
殺人 45 1,560 2.88％ 78 1,295 6.02％
強盗 761 2,064 36.87％ 856 2,169 39.47％
放火 166 948 17.51％ 93 685 13.58％
強姦 958 2,667 35.92％ 264 1,160 22.76％

凶器準備集合 1,548 1,859 83.27％ 349 394 88.58％
暴行 7,085 21,362 33.17％ 1,710 5,976 28.61％
傷害 8,718 34,941 24.95％ 7,675 20,972 36.60％
脅迫 194 1,352 14.35％ 57 892 6.39％
恐喝 3,889 8,640 45.01％ 5,658 9,136 61.93％
窃盗 126,254 248,389 50.83％ 81,060 159,453 50.84％
詐欺 476 13,492 3.53％ 431 8,846 4.87％
横領 10,069 20,595 48.89％ 11 878 1.25％
賭博 86 9,443 0.91％ 109 5,270 2.07％
猥褻 539 3,580 15.06％ 383 3,203 11.96％
その他 5,285 21,221 24.90％ 27,515 72,923 37.73％
計 166,073 392,113 42.35％ 126,249 293,252 43.05％

※占有離脱横領は、昭和55年「横領」、平成7年「その他」に分類されている。
� （『警察白書』より作成）
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な
ど
が
こ
の
罪
で
検
挙
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
横
領
」
に
つ
い
て
は
、
分
類
の
方
法
を
変
え
て
い
る
た
め
、
平

成
七
年
の
数
値
が
激
減
し
、「
そ
の
他
」
の
数
値
が
激
増
し
て
い
る
。
ま
た
、
全
刑
法
犯
の
う
ち
で
少
年
が
占
め
る
比
率
が
約

五
〇
％
を
超
え
て
い
る
罪
種
は
、
全
国
、
県
と
も
に
「
恐
喝
」
と
「
窃
盗
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
県
で
は
少
年
に
よ
る
「
放
火
」

が
か
な
り
高
率
（
約
三
〇
％
〜
約
五
〇
％
）
で
あ
る
。
全
体
的
に
は
、
先
に
確
認
し
た
全
国
の
刑
法
犯
少
年
の
検
挙
人
員
が
平
成

以
降
に
減
少
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、
兵
庫
県
に
お
い

て
も
ほ
と
ん
ど
の
罪
種
で
検
挙
さ
れ
る
少
年
の
数
は
減

少
し
て
い
る
。

不
登
校
・
校
内
暴
力
と

家
庭
内
暴
力
の
様
相

一
九
八
〇
年
代
〜
一
九
九
〇

年
代
前
半
に
お
い
て
、
少
年

刑
法
犯
の
深
刻
化
と
沈
静
化
と
い
っ
た
傾
向
を
確
認
し

て
き
た
が
、
こ
の
時
期
、
小
・
中
学
校
に
お
け
る
不
登

校
児
童
・
生
徒
数
、
中
学
校
・
高
等
学
校
内
で
の
暴
力
、

さ
ら
に
は
家
庭
内
で
の
少
年
に
よ
る
暴
力
は
ど
の
よ
う

に
推
移
し
た
の
か
を
み
る
。

　
ま
ず
、
昭
和
五
十
五
年
度
か
ら
平
成
六
年
度
ま
で
の

不
登
校
児
童
・
生
徒
数
の
推
移
を
み
る
と
、
全
児
童
・

生
徒
数
が
大
き
く
減
少
す
る
中
、年
間
五
〇
日
以
上（
平

表65　�主要罪種別全刑法犯に対する少年の割合�
（昭和55年、平成7年）（兵庫県）

年次

罪種

昭和55（1980）年 平成7（1995）年

少年 全刑法犯 少年の
割合 少年 全刑法犯 少年の

割合
殺人 4 85 4.71％ 0 44 0.00％
強盗 27 82 32.93％ 29 70 41.43％
放火 26 51 50.98％ 14 32 43.75％
強姦 65 108 60.19％ 3 35 8.57％
暴行 784 1,628 48.16％ 94 290 32.41％
傷害 334 1,399 23.87％ 273 855 31.93％
脅迫 6 33 18.18％ 5 46 10.87％
恐喝 292 487 59.96％ 241 360 66.94％
窃盗 9,261 14,097 65.69％ 4,631 7,080 65.41％
詐欺 35 802 4.36％ 14 365 3.84％
横領 879 1,385 63.47％ 1 26 3.85％
賭博 ─ ─ ─ 8 300 2.67％
猥褻 38 134 28.36％ 17 100 17.00％
その他 545 1,448 37.64％ 1,718 3,096 55.49％
計 12,296 21,739 56.56％ 7,048 12,699 55.50％

※占有離脱横領は、昭和55年「横領」、平成7年「その他」に分類されている。
� （『警察白書』より作成）
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成
三
年
度
以
降
は
年
間
三
〇
日
以
上
）
欠
席
を
し
た
児
童
数
は
三
〇
〇
〇
人
台
か
ら

一
万
二
〇
〇
〇
人
台
へ
と
、
生
徒
数
は
、
一
万
三
〇
〇
〇
人
台
か
ら
五
万
一
〇
〇

〇
人
台
へ
と
一
五
年
間
で
い
ず
れ
も
約
四
倍
に
増
加
し
た
。

　
県
の
小
・
中
学
校
に
お
け
る
推
移
を
み
る
と
、
昭
和
五
十
五
年
度
、「
学
校
ぎ

ら
い
」
を
理
由
と
す
る
長
期
欠
席
者
（
不
登
校
児
童
・
生
徒
）
が
全
長
期
欠
席
者
数

に
占
め
る
比
率
（
人
数
）
は
、
小
学
校
で
一
四
・
五
％
（
一
四
六
人
）、
中
学
校
で

四
六・五
％
（
六
一
五
人
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
平
成
六
年
度
は
、
小
学
校
で
二
〇・

二
％
（
五
二
八
人
）、
中
学
校
で
六
十
六
・
六
％
（
三
六
六
六
人
）
と
な
っ
て
い
る
。

県
内
の
不
登
校
児
童
・
生
徒
数
の
伸
び
は
、
小
学
校
で
は
三
・
六
二
倍
、
中
学
校

で
は
五
・
九
六
倍
と
な
り
、
中
学
生
の
不
登
校
の
増
加
が
大
き
い
こ
と
が
、
全
国

の
傾
向
と
比
べ
た
時
の
本
県
の
特
徴
だ
と
言
え
よ
う
。

　
次
に
、
昭
和
五
十
五
年
か
ら
平
成
六
年
ま
で
に
全
国
の
学
校
内
（
中
学
校
及
び

高
等
学
校
）
で
起
き
た
暴
力
事
件
の
状
況
を
み
る
と
、
発
生
件
数
は
昭
和
五
十
八

年
を
ピ
ー
ク
に
明
確
に
減
少
し
て
お
り
、
平
成
六
年
に
は
ピ
ー
ク
時
と
比
べ
る
と

約
七
七
％
減
と
な
っ
て
い
る
。
被
害
者
数
や
検
挙
さ
れ
た
生
徒
数
は
、
事
件
発
生

数
と
は
ピ
ー
ク
時
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
更
に
減
少
傾
向
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
被
害
者
数
に
つ
い
て
は
昭
和
五
十
五
年
の
ピ
ー
ク
時
と
比
べ
て
平
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成
六
年
に
は
約
八
五
％
減
、
検
挙
人
員
に
つ
い
て
は
五
十

六
年
の
ピ
ー
ク
時
と
比
べ
て
六
年
に
は
約
八
九
％
減
で
あ

る
。
ま
た
、
一
件
当
た
り
の
被
害
者
数
及
び
一
件
当
た
り

の
検
挙
人
員
の
推
移
か
ら
、
複
数
人
の
生
徒
が
複
数
人
の

教
師
・
生
徒
に
暴
力
を
振
る
う
と
い
う
傾
向
が
徐
々
に
弱

ま
っ
て
い
く
こ
と
も
看
取
で
き
る
。

　
ま
た
、
同
じ
く
、
昭
和
五
十
五
年
か
ら
平
成
六
年
ま
で

に
県
内
の
中
学
校
及
び
高
等
学
校
の
中
で
起
き
た
暴
力
事

件
の
状
況
を
み
る
と
、
高
等
学
校
で
の
校
内
暴
力
事
件
数

は
非
常
に
少
な
く
、
こ
の
一
五
年
間
の
発
生
件
数
の
合
計

で
比
較
す
る
と
、
中
学
校
八
六
七
件
に
対
し
、
高
等
学
校

二
六
件
と
、
中
学
校
が
高
等
学
校
の
約
三
三
倍
に
な
っ
て

い
る
。
補
導
少
年
数
の
合
計
で
比
較
す
る
と
、
中
学
校
二

〇
二
八
人
に
対
し
、
高
等
学
校
一
〇
九
人
と
、
中
学
生
が

高
校
生
の
約
一
九
倍
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
発
生
件
数
の
ピ
ー
ク
は
中
学
校
・
高
等
学
校
と
も
に
昭
和
五
十
六
年
で
あ
り
、

中
学
校
で
は
平
成
六
年
に
な
る
と
ピ
ー
ク
時
の
約
一
〇
分
の
一
ま
で
減
っ
て
い
く
。
こ
の
約
九
〇
％
減
は
全
国
の
傾
向
と
同
様

で
あ
る
。
な
お
、
一
件
当
た
り
の
被
害
者
数
及
び
一
件
当
た
り
の
補
導
人
数
を
み
る
と
、
全
国
デ
ー
タ
と
同
様
に
、
複
数
人
の

表66　学校内暴力事件の発生状況等の推移（全国）

発生
件数

被害者
数

1件当
たり被
害者数

検挙人数

総数
1件当
たり検
挙人数

中学生 高校生

昭和55年 1,558 4,827 3.10 9,058 5.81 4,358 1,985
56　 2,085 4,444 2.13 10,468 5.02 8,862 1,606
57　 1,961 4,267 2.18 8,904 4.52 7,952 952
58　 2,125 4,265 2.01 8,751 4.12 8,227 524
59　 1,683 3,136 1.86 7,110 4.22 6,657 457
60　 1,492 3,127 2.10 6,094 4.08 5,683 411
61　 1,376 2,581 1.88 5,225 3.80 4,924 301
62　 947 1,692 1.79 2,857 3.02 2,698 154
63　 943 1,490 1.58 2,581 2.74 2,409 172

平成元　 939 1,598 1.70 2,651 2.82 2,479 172
2　 780 1,410 1.81 2,260 2.90 2,130 130
3　 625 990 1.58 1,702 2.72 1,568 134
4　 567 923 1.63 1,600 2.82 1,430 170
5　 470 767 1.63 1,293 2.75 1,137 156
6　 494 741 1.50 1,166 2.36 1,092 74

� （『犯罪白書』より作成）

（件、人）
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生
徒
が
複
数
人
の
教
師
・
生
徒
に
暴
力
を
振
る
う
と
い

う
傾
向
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
全
国
ほ
ど
そ
の
傾
向
は

強
く
な
い
。

　
少
年
に
よ
る
粗
暴
犯
の
一
形
態
と
し
て
、
家
庭
内
暴

力
事
件
─
こ
こ
で
の
家
庭
内
暴
力
と
は
、
二
十
歳
未
満

の
子
ど
も
が
同
居
す
る
親
な
ど
に
対
し
て
継
続
的
に
振

る
う
暴
力
の
こ
と
で
あ
り
、
配
偶
者
間
で
起
き
る
ド
メ

ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス
や
親
に
よ
る
子
ど
も
へ
の

虐
待
と
は
異
な
る
─
が
社
会
の
関
心
を
集
め
、
警
察
庁

の
犯
罪
白
書
で
は
、
昭
和
五
十
五
年
度
分
か
ら
「
家
庭
内
暴
力
」
の
統
計
が
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
都
道
府
県
警
察
が
設

け
て
い
る
少
年
相
談
（
窓
口
）
あ
る
い
は
補
導
活
動
な
ど
を
通
し
て
把
握
さ
れ
る
家
庭
内
暴
力
の
件
数
の
推
移
を
み
る
と
、
昭

和
五
十
五
年
度
か
ら
六
十
年
度
ま
で
は
一
〇
〇
〇
件
を
超
え
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
少
し
ず
つ
減
少
し
て
い
き
、
平
成
六
年
度

に
は
ピ
ー
ク
時
で
あ
る
五
十
八
年
度
の
半
数
以
下
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
家
庭
内
暴
力
の
ピ
ー
ク
が
少
年
非
行
第
三
の
ピ
ー

ク
と
同
じ
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
理
由
を
考
え
る
に
当
た
り
、
家
庭
内
暴
力
の
類
型
別
の
分
析
結
果
を
見
て
み
た
い
。

　
こ
の
類
型
別
の
結
果
は
、昭
和
五
十
五
年
度
と
五
十
六
年
度
分
し
か
公
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、五
十
五
年
度
に
つ
い
て
は
、「
家

庭
内
暴
力
の
み
」
が
四
十
一
・
四
％
、「
家
庭
内
暴
力
＋
登
校
拒
否
」
が
十
七
・
四
％
、「
家
庭
内
暴
力
＋
不
良
行
為
・
非
行
」

が
二
八
・
一
％
、「
家
庭
内
暴
力
＋
登
校
拒
否
＋
不
良
行
為
・
非
行
」
が
一
三
・
二
％
、
五
十
六
年
度
に
つ
い
て
は
、「
家
庭
内

表67　�学校内暴力事件の発生状況等の推移�
（兵庫県）�

中学校 高等学校
発生
件数

被害
者数

補導
少年数

発生
件数

被害
者数

補導
少年数

昭和55年 67 87 107 3 3 7
56　 124 168 312 5 16 42
57　 118 162 321 1 1 6
58　 64 94 216 4 6 13
59　 64 104 193 0 0 0
60　 54 78 144 0 0 0
61　 99 142 225 4 8 18
62　 72 89 124 3 6 15
63　 31 42 82 1 1 1

平成元　 50 77 104 2 4 4
2　 45 66 72 0 0 0
3　 26 45 39 0 0 0
4　 21 21 29 1 1 1
5　 19 33 38 2 5 2
6　 13 22 22 0 0 0

（『兵庫県警察概況』『兵庫県警察概要』『事務概要』
より作成）

（件、人）
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暴
力
の
み
」
が
四
二
・
五
％
、「
家
庭
内
暴
力
＋
登
校
拒
否
」
が
二
〇
・
四
％
、「
家
庭
内
暴
力
＋
不
良
行
為
・
非
行
」
が
二
七
・

九
％
、「
家
庭
内
暴
力
＋
登
校
拒
否
＋
不
良
行
為
・
非
行
」
が
九
・
二
％
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
不
良
行
為
・
非
行
を

伴
う
家
庭
内
暴
力
が
約
四
〇
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
こ
れ
が
少
年
非
行
の
ピ
ー
ク
と
家
庭
内
暴
力
の
ピ
ー
ク
と

の
重
な
り
に
通
じ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
そ
し
て
、
少
年
非
行
第
三
の
ピ
ー
ク
及
び
家
庭
内
暴
力
を
経
験
し
た
社
会
は
、
家
庭
教
育
機
能
の
低
下
を
焦
眉
の
課
題
と
し

て
認
識
し
、
家
庭
教
育
の
支
援
策
を
打
ち
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

非
行
防
止
策
と
家
庭

教
育
支
援
の
活
性
化

こ
こ
ま
で
で
示
し
て
き
た
よ
う
に
、一
九
八
〇
年
代
〜
一
九
九
〇
年
代
前
半
は
、少
年
非
行
第
三
の
ピ
ー

ク
を
代
表
す
る
少
年
に
よ
る
刑
法
犯
罪
を
は
じ
め
と
し
て
、
学
校
内
暴
力
事
件
及
び
家
庭
内
暴
力
事
件

が
相
次
い
で
増
加
し
た
後
、
そ
れ
ら
が
沈
静
化
す
る
一
方
で
、
不
登
校
児
童
・
生
徒
数
が
漸
進
的
に
増
加
し
て
い
く
と
い
う
傾

向
が
見
ら
れ
る
と
と
も
に
、
保
護
者
の
養
育
態
度
や
し
つ
け
の
在
り
方
に
対
す
る
批
判
が
高
ま
っ
た
時
期
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、

少
子
化
や
都
市
化
に
よ
っ
て
、
き
ょ
う
だ
い
同
士
・
近
隣
の
子
ど
も
同
士
の
集
団
遊
び
を
通
し
た
交
流
や
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い

な
ど
直
接
体
験
の
減
少
に
よ
る
子
ど
も
の
育
ち
に
対
す
る
不
安
が
高
ま
っ
た
時
期
で
も
あ
る
。
こ
の
間
、
県
で
は
、
こ
う
し
た

青
少
年
問
題
、
家
庭
教
育
の
問
題
、
子
ど
も
の
育
ち
・
子
育
て
の
不
安
に
対
処
す
る
た
め
に
、
様
々
な
取
組
が
展
開
さ
れ
た
。

　
昭
和
五
十
七
年
四
月
に
、
県
は
青
少
年
非
行
防
止
対
策
本
部
を
設
置
し
、
非
行
防
止
へ
本
格
的
な
取
組
を
始
め
た
。
そ
し
て
、

県
と
青
少
年
育
成
兵
庫
県
民
会
議
は
昭
和
五
十
八
年
六
月
に
、
深
刻
化
し
て
い
た
青
少
年
非
行
、
学
校
内
暴
力
、
家
庭
内
暴
力

に
対
処
す
る
た
め
、
青
少
年
の
育
成
指
針
と
な
る
「
兵
庫
県
青
少
年
憲
章
」
を
制
定
し
た
。
こ
の
憲
章
は
、
青
少
年
の
規
範
意

識
を
高
め
、
し
つ
け
に
対
す
る
県
民
意
識
の
醸
成
を
図
る
「
社
会
の
し
つ
け
運
動
」
の
一
環
と
し
て
定
め
ら
れ
、
青
少
年
の
望
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伸
ば
す
」
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
学
校
に
は
「
教
師
は
常
に
研
さ
ん
に
努
め
、
強
い
使
命
感
、
豊
か
な
人
間
性
、
す
ぐ

れ
た
指
導
力
を
持
つ
」
と
い
う
役
割
を
、
地
域
社
会
に
は
「
勤
労
青
少
年
の
職
場
環
境
整
備
」
な
ど
企
業
の
社
会
的
責
任
と
い

う
役
割
を
、
さ
ら
に
、
行
政
に
は
「
研
究
と
実
態
把
握
に
努
め
、
情
報
提
供
と
適
切
な
相
談
」
と
い
う
役
割
を
期
待
し
て
い
る
。

　
昭
和
五
十
九
年
に
は
、
県
と
神
戸
市
内
の
業
界
二
一
社
三
一
九
店
舗
で
構
成
さ
れ
る
「
兵
庫
県
青
少
年
を
守
る
店
連
絡
協
議

会
」
が
発
足
し
、
百
貨
店
・
量
販
店
と
行
政
と
が
一
体
と
な
っ
て
万
引
き
防
止
啓
発
活
動
が
推
進
さ
れ
て
い
る
が
、
翌
六
十
年

度
か
ら
は
、
青
少
年
本
部
が
こ
の
運
動
を
推
進
母
体
と
し
て
引
き
継
ぐ
と
と
も
に
、
書
店
や
小
売
酒
販
店
な
ど
の
関
係
業
界
の

自
主
規
制
及
び
実
践
活
動
を
促
す
「
青
少
年
育
成
三
万
店
ス
ク
ラ
ム
事
業
」
を
開
始
し
て
い
る
。
こ
の
事
業
は
、
昭
和
六
十
二

年
度
か
ら
「
五
万
店
ス
ク
ラ
ム
運
動
」、
平
成
元
年
度
か
ら
「
一
〇
万
店
ス
ク
ラ
ム
運
動
」
に
発
展
す
る
。
さ
ら
に
、
平
成
四

ま
し
い
姿
と
、
家
庭
・
学
校
・
地
域
社
会
・
行
政
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
明
確
に
打
ち
出

し
た
も
の
と
し
て
注
目
を
集
め
た
。
そ
し
て
、
昭
和
六
十
年
、
青
少
年
育
成
兵
庫
県
民

会
議
の
機
能
と
兵
庫
県
青
少
年
本
部
と
の
機
能
を
併
せ
持
っ
た
、
更
に
は
関
係
機
関
・

団
体
の
連
携
の
核
と
な
る
組
織
と
し
て
、
財
団
法
人
兵
庫
県
青
少
年
本
部
が
設
立
さ
れ

た
。

　
兵
庫
県
青
少
年
本
部
の
『
創
立
五
〇
周
年
記
念
誌
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
憲
章
に
お
い

て
、
青
少
年
の
姿
と
し
て
は
、「
自
分
に
は
厳
し
さ
、
他
人
に
は
思
い
や
り
を
持
と
う
」

「
困
難
や
ざ
折
を
乗
り
越
え
る
た
く
ま
し
さ
を
」
が
う
た
わ
れ
、家
庭
の
役
割
と
し
て
は
、

「
過
保
護
、
過
干
渉
、
放
任
」
を
厳
し
く
戒
め
、「
過
剰
な
期
待
を
つ
つ
し
み
、
個
性
を

写真 178　�財団法人兵庫県青少年本部�
設立記念の集い
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年
度
か
ら
、
県
内
各
地
域
に
お
い
て
「
青
少
年
育
成
ス
ク
ラ
ム
会
議
」
を
開
催
し
、
青
少
年
に
有
害
な
環
境
の
総
点
検
活
動
や

啓
発
活
動
を
促
進
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
青
少
年
本
部
に
よ
る
主
に
青
少
年
の
非
行
防
止
を
目
的
と
し
た
活
動
に
加
え
て
、
県
で
は
、
家
庭
に
お
け
る

し
つ
け
や
教
育
的
役
割
を
強
化
す
る
た
め
の
取
組
や
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
目
指
し
た
子
育
て
支
援
の
取
組
が
盛
ん
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
ま
ず
は
、
昭
和
六
十
三
年
か
ら
、
生
活
文
化
部
が
県
内
各
市
町
に
働
き
か
け
て
小
学
校
区
を
単
位
と
し
て
推
進
し
た
「
ひ
ょ

う
ご
っ
子
き
ょ
う
だ
い
づ
く
り
運
動
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
活
動
の
目
的
は
、
当
時
、
徐
々
に
弱
ま
り
つ
つ
あ
っ

た
地
域
の
人
々
の
絆
を
、
青
少
年
活
動
の
展
開
を
契
機
に
取
り
戻
す
こ
と
も
含
め
て
、
小
・
中
学
生
を
中
心
と
し
た
異
年
齢
交

流
あ
る
い
は
地
域
内
で
の
異
世
代
交
流
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
の
思
い
や
り
の
心
を
醸
成
し
、
そ
の
豊
か
な
創
造
性
や
個
性
を
育

て
、
積
極
的
な
社
会
参
加
の
態
度
を
培
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
昭
和
六
十
三
年
度
に
一
一
一
カ
所
の
小
学
校
区
に
よ
る
参
加
で
ス

タ
ー
ト
し
た
が
、
そ
の
後
、
こ
の
活
動
に
参
加
す
る
小
学
校
区
数
は
着
実
に
増
加
し
、
平
成
六
年
度
に
は
七
二
〇
カ
所
に
至
っ

て
い
る
。

　
ま
た
、
昭
和
六
十
二
年
・
六
十
三
年
の
二
カ
年
度
に
わ
た
っ
て
開
設
の
準
備
を
進
め
、
建
築
家
・
安あ
ん
藤ど

う
忠た

だ
雄お

に
設
計
を
依
頼

し
た
全
国
初
の
県
立
児
童
厚
生
施
設
で
あ
る
「
県
立
こ
ど
も
の
館
」
が
、
平
成
元
年
度
か
ら
事
業
を
開
始
し
て
い
る
。
施
設
の

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
に
あ
わ
せ
て
実
施
さ
れ
た
「
児
童
彫
刻
ア
イ
デ
ィ
ア
国
際
コ
ン
ク
ー
ル
」
は
夢
の
あ
る
企
画
─
世
界
各
国
の
子

ど
も
か
ら
募
っ
た
彫
刻
原
画
の
う
ち
受
賞
作
を
造
形
作
家
・
新し
ん

宮ぐ
う

晋す
す
むが

具
現
化
す
る
企
画
─
で
、
平
成
十
九
年
ま
で
に
約
二
〇

体
の
作
品
が
施
設
に
設
置
さ
れ
た
。
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こ
の
施
設
の
目
的
は
県
内
全
域
の
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
に
資
す
る
こ
と
に
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

①
子
ど
も
の
読
書
・
演
劇
・
創
作
活
動
な
ど
の
文
化
活
動
や
野
外
活
動
、
②
子
育
て
に
関
す
る
総
合

的
な
相
談
・
指
導
、
③
児
童
館
関
係
職
員
や
指
導
者
を
対
象
と
し
た
研
修
、
④
児
童
の
発
達
を
テ
ー

マ
と
す
る
調
査
研
究
、
⑤
同
館
の
成
果
の
広
報
・
啓
発
を
通
し
た
地
域
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
な
ど

多
様
な
取
組
を
実
施
し
て
お
り
、
県
内
の
親
子
に
対
す
る
子
育
て
・
子
育
ち
を
支
援
す
る
と
い
う
役

割
を
担
っ
て
い
た
。

　
こ
の
時
期
、
県
は
子
育
て
中
の
保
護
者
に
対
す
る
啓
発
や
子
育
て
に
関
す
る
学
習
機
会
の
提
供
に

も
注
力
す
る
。
例
え
ば
、
県
教
育
委
員
会
は
、
平
成
二
年
度
か
ら
「
子
育
て
学
習
セ
ン
タ
ー
モ
デ
ル

設
置
事
業
」
を
開
始
し
た
。
こ
の
事
業
は
、
子
育
て
の
不
安
・
悩
み
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
子
育
て

グ
ル
ー
プ
を
育
成
し
た
り
、
家
庭
や
地
域
の
教
育
力
を
高
め
た
り
す
る
た
め
に
、
地
域
社
会
に
お
け

る
子
育
て
学
習
の
中
核
的
施
設
で
あ
る
「
子
育
て
学
習
セ
ン
タ
ー
」
を
各
市
町
が
設
置
す
る
こ
と
を

支
援
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
初
、
三
一
カ
所
に
設
置
さ
れ
た
こ
の
モ
デ
ル
事
業
は
、
次
年
度
か
ら
「
子
育
て
学
習
セ
ン
タ
ー
設

置
事
業
」
と
改
称
さ
れ
、
平
成
六
年
度
に
は
、
県
内
九
一
カ
所
に
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
ま
た
、
生
活
文
化
部
は
、
平
成
二
年
か
ら
、「
子
育
て
文
化
講
座
」
の
開
設
や
、「
ひ
ょ
う
ご
子
育
て
手
引
き
」
の
作
成
・
配

布
を
開
始
し
て
い
る
。
子
育
て
文
化
講
座
は
、
よ
り
良
い
子
育
て
の
指
針
や
子
供
と
の
付
き
合
い
方
を
学
ぶ
機
会
を
保
護
者
に

提
供
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
兵
庫
県
文
化
会
館
な
ど
県
内
六
カ
所
に
お
い
て
、
年
間
四
回
程
度
、
子
育
て
研
修
大
会
や
子
育
て

文
化
創
造
教
室
等
を
開
催
す
る
と
い
う
事
業
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ひ
ょ
う
ご
子
育
て
手
引
き
は
、
子
供
の
発
達
段
階
に
応
じ
た

写真 179　県立こどもの館（兵庫県青少年本部提供）
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て
い
る
。
そ
の
職
務
は
、
児
童
及
び
児
童
を
取
り
巻
く
家
庭
環
境
・
社
会
環
境
に
つ
い
て
の
情
報
収
集
、
健
や
か
に
子
ど
も
を

生
み
育
て
る
環
境
づ
く
り
に
関
し
て
、
地
域
ぐ
る
み
で
子
育
て
を
行
う
た
め
の
啓
発
活
動
の
企
画
、
活
動
の
実
施
に
当
た
っ
て

の
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
、
区
域
を
担
当
す
る
児
童
委
員
が
行
う
児
童
及
び
妊
産
婦
等
に
対
し
て
行
う
調
査
・
指
導
等

の
活
動
に
対
し
、
必
要
な
援
助
・
協
力
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
平
成
六
年
十
二
月
一
日
現
在
で
、
神
戸
市
一
五
三
人
を

含
む
四
六
七
人
の
主
任
児
童
委
員
が
、
地
域
の
児
童
福
祉
活
動
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍
し
始
め
た
。

子
育
て
の
ポ
イ
ン
ト
や
心
構
え
を
記
載
し
た
保
護
者
向
け
の
啓
発
冊
子
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
子
ど
も
家
庭
福
祉
の
充
実
を
目
指
し
た
国
に
よ
る
「
民
生
委
員
制
度
」
の
改

正
に
県
も
い
ち
早
く
呼
応
す
る
。
こ
の
時
期
に
生
じ
た
家
庭
内
暴
力
や
児
童
虐
待
に
つ
な

が
る
家
族
関
係
の
不
安
定
化
等
に
対
応
し
、
健
や
か
に
子
ど
も
を
生
み
育
て
る
環
境
づ
く

り
を
目
指
し
て
、
国
は
平
成
六
年
に
「
主
任
児
童
委
員
制
度
」
を
創
設
す
る
。
主
任
児
童

委
員
は
、
担
当
区
域
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
地
区
担
当
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
関

係
機
関
（
市
町
村
、
福
祉
事
務
所
、
児
童
相
談
所
、
保
健
所
、
教
育
委
員
会
、
学
校
、
保
育
所
、

児
童
館
、
医
療
機
関
な
ど
）
と
の
つ
な
ぎ
役
と
し
て
、
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
項
を
担
当
す

る
専
門
職
で
あ
る
。
県
は
、
平
成
六
年
一
月
一
日
よ
り
主
任
児
童
委
員
の
設
置
を
開
始
し

写真 180　兵庫県民生委員児童委員大会
（兵庫県民生委員児童委員連合会提供）
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